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◇浸水対策重点地域緊急事業【交付金事業】

浸水対策重点地域緊急事業は、中小河川の氾濫により浸水被害が発生した地区において、早期に再度災害の防
止等を図るため、ハード・ソフト一体となった改修計画に対し、防災・安全交付金で重点的に支援するものである。

○概ね5年間で事業完了させるもの

○過去概ね10年間の河川の氾濫による1回の被害が次に該当するもの

・床上浸水家屋数が50戸以上
・浸水家屋数が200戸以上
○浸水想定区域内に要配慮者利用施設、官公庁舎等の重要施設を有するもの

○「再度の床上被害の防止等を図る河川改修事業（防災・安全交付金等の基幹事業）」及び「都道府県等の独自事業」等からなる「浸水対策

重点地域緊急事業計画」を作成し登録するもの

【平成31年度創設】

事業制度の概要等

地方公共団体

「浸水対策重点地域緊急事業計画の策定」

河川改修事業 ＋ 独自事業（ソフト対策など）

事業の実施

再度災害の防止等

防災・安全交付金
による重点的支援

浸水被害の発生 / 地域社会に深刻な影響
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浸水対策重点地域緊急事業について

内水による浸水

外水による浸水

外水 異常出水

河川管理者と地元自治体がそれぞれできることを考え、地域と連携
し流域全体で再度災害の防止・軽減を図る。

集中豪雨

内水対策
【流域おける対策（地元自治体）】
内水による浸水被害の把握（分析）を行い

以下の項目について、対応・検討する。
 貯留施設の設置
 氾濫許容エリアの設定
 既存ため池の有効利用
 排水機場の耐水化
 新規排水機場の整備
 その他、内水軽減に繋がるまちづくりやソフト対策など

外水対策
【河川における対策（河川管理者）】

 河道拡幅
 橋梁の架替
 護岸整備ｅｔｃ

浸水対策重点地域緊急事業のイメージ

各事業 事業主体 事業内容（案） 負担率

河川
事業

基幹事業 河川管理者
（県）
（市町村）

・広域河川改修事業
・河道拡幅
・橋梁架替
・護岸整備ｅｔｃ

・総合内水対策緊急事業
・排水機場
・調節池ｅｔｃ

（県）
国：1/2
県：1/2
（市）
国：1/3
市：2/3

関連事業
※交付要綱に
満たない事業

地元自治体
（県）
（市町村）

• 雨水貯留施設の整備
• ポンプ車の配置
• 排水機場の整備
• 排水機場の機能強化・設置
• 道路嵩上げ（２線堤）ｅｔｃ

（県）
国：1/2
県：1/2
（市）
国：1/3
市：2/3

効果促進 地元自治体
（市町村）

・ソフト対策
・避難計画
・ハザードマップ作成ｅｔｃ

国：1/2
市：1/2

下水道
事業

地元自治体
（市町村）

・下水道事業としての整備
※通常の下水道事業

その他 地元自治体
（市町村）

・立地適正化計画
（浸水想定区域内の居住誘導等） 市単独など

浸
水
対
策
重
点
地
域
緊
急
事
業

他
事
業

防
災
・安
全
交
付
金
事
業
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浸水対策重点緊急事業の概要 浸水重点

一般的な河川改修では事業効果の早期発現が難しく、事業が完了したとしても内水による浸水被害のリスクは解消されない場合もある。

浸水対策重点緊急事業では、概ね５カ年で重点的に整備する範囲や目標を定め、河川管理者によるハード整備だけでなく、市町村等の関係機関によ

る独自事業と連携を図ることで、外水・内水による浸水被害のリスクを軽減し、事業効果の早期発現を図る。

事業のイメージ図

※上記対策メニューを社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の基幹事業（広域河川
改修事業等）や関連事業、効果促進事業として実施することが可能である。

河川改修
（河川管理者）

二線堤の整備
（道路管理者）

浸水被害のリスクが軽減される範囲

ため池の有効活用

文 海＝

＝

＝
＝

＝
＝

＝
＝

＝＝

＝＝

＝ ＝
＝

＝

＝

＝

＝

国
道
○
号

遊水地

ため池

災害危険区域等（市町村）

その他のソフト対策
・洪水浸水想定区域図の作成
・洪水ハザードマップの作成
・マイタイムラインの作成 ．．．等

排水機場の整備
（河川管理者）

雨水排水施設の整備
（市町村）

○
○
鉄
道
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（１）復旧・復興事業 

① 震災復興特別交付税   3,742 億円 （①                         4,049 億円、    ▲      307 億円、   ▲ 7.6%） 

② 規模  9,000    億円程度（①1 兆     987 億円、   ▲ 2,000．億円 程度、▲18.1% 程度） 

（２）全国防災事業 

規模   1,092 億円 （①    1,058 億円、   ＋    34 億円、    ＋ 3.2%） 

総 務 省 自 治 財 政 局 
令和元年１２月２０日 

 

１ 通常収支分 

 

 

 

 

 

２ 東日本大震災分 

 

① 地方財政計画の規模 90兆7,400億円程度（①89兆5,930億円、＋1兆1,500億円程度、＋1.3%程度）

② 地方一般歳出 75兆8,500億円程度（①74兆1,159億円、＋1兆7,300億円程度、＋2.3%程度） 

③ 一般財源総額 63兆4,318億円（①62兆7,072億円、＋  7,246億円、 ＋   1.2%） 

・水準超経費を除く

交付団体ベース          61兆7,518億円（①60兆6,772億円、＋1兆 746億円、 ＋ 1.8%） 

④ 地方交付税の総額      16兆5,882億円（①16兆1,809億円、＋  4,073億円、＋   2.5%） 

⑤ 地方税及び地方譲与税   43兆5,452億円（①42兆8,756億円、＋  6,696億円、＋   1.6%） 

⑥ 地方特例交付金  2,007億円（①   4,340億円、▲  2,333億円、▲  53.8%） 

⑦ 臨時財政対策債   3兆1,398億円（① 3兆2,568億円、▲  1,171億円、▲   3.6%） 

⑧ 財源不足額   4兆5,285億円（① 4兆4,101億円、＋  1,183億円、＋  2.7%） 

令和２年度地方財政対策の概要 

Ⅰ 令和２年度の地方財政の姿 
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【危険度の区分】

１．対象事業

各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要が

ある箇所として位置付けた河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫

※１ 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む

※２ 河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫について、国土交通省等より対策の

優先順位に係る基準を地方団体に対して示した上で、各地方団体において

各分野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け

２．事業年度

令和２～６年度（５年間）

３．地方財政措置

充当率：１００％ 元利償還金に対する交付税措置率：７０％

４．事業費

９００億円（令和２年度）

※ 令和２～６年度の事業費（見込み）：４，９００億円

○ 令和元年台風第19号による河川氾濫等の大規模な浸水被害等が相
次ぐ中、被災後の復旧費用を考慮しても、維持管理のための河川等
の浚渫（堆積土砂の撤去等）が重要

○ このため、地方団体が単独事業として緊急的に河川等の浚渫を実
施できるよう、新たに「緊急浚渫推進事業費（仮称）」を地方財政
計画に計上するとともに、緊急的な河川等の浚渫経費について地方
債の発行を可能とするための特例措置を創設（地方財政法を改正）

緊急浚渫推進事業費（仮称）の創設

ａ区間：維持管理上特に重要な区間（洪水予報河
川、水位周知河川、水防警報河川等）

ｂ区間：維持管理上重要な区間（ａ区間以外で氾
濫による人家への影響が生じる河川の区間)

ｃ区間：氾濫による人家への影響が殆どない河川
の区間

※ただし、複数箇所で氾濫する場合や、浸水
範囲に要配慮施設や道路等が含まれる場合
など、影響が大きい場合がある。：土砂堆積等による危険箇所

＜参 考＞ 河川の浚渫の例

堆積土砂率や人家への危険度に応じて、対策の優先度の高い箇所を河川
維持管理計画等に位置付け、緊急的に浚渫を実施

ａ区間 ｂ区間 ｃ区間

【河川の区間区分（イメージ）】
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１．緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充等

【対象事業の拡充】

○ 指定避難所や災害対策の拠点施設等の浸水対策

（電源設備等の嵩上げ・上層階への移設、機械施設等への止水板・防水扉の設置等）

○ 洪水浸水想定区域等からの消防署の移転

【経過措置】

令和２年度までに建設工事に着手した事業については、令和３年度以降も現行と同様

の地方財政措置を講じる

※ 事業年度終了後の本事業費の在り方については、

期間終了時の地方団体における防災・減災対策

に関する取組や地域の実情、課題等を踏まえて検討

（参 考）緊急防災・減災事業債

＜地方財政措置＞

充当率：100％ 元利償還金に対する交付税措置率：70％

＜事業年度＞

平成29年度～令和２年度

２．緊急自然災害防止対策事業費の対象事業の拡充等

【対象事業の拡充】※ 令和元年度から適用

道路防災（法面・盛土対策、冠水対策等）、急傾斜地崩壊（市町村分）

農業水利施設（安全対策（用水路・ため池の防護柵等））

※ 災害の発生予防、拡大防止を目的として、地方公共団体が策定する緊急自然災害防止

対策事業計画に基づき実施される地方単独事業が対象

【経過措置】

令和２年度までに建設工事に着手した事業については、令和３年度以降も現行と同様

の地方財政措置を講じる

※ 事業年度終了後の本事業費の在り方については、

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」

の動向等も踏まえて検討

（参 考）緊急自然災害防止対策事業債

＜地方財政措置＞

充当率：100％ 元利償還金に対する交付税措置率：70％

＜事業年度＞

令和元年度～令和２年度

指定避難所や災害拠点施設等の浸水対策や防災インフラの整備の推進のた

め、地方財政措置を拡充

緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充等

<

対
策
前>

<

対
策
後>

＜道路の法面対策（イメージ）＞

<

対
策
前>

<

対
策
後>

＜消防署の浸水対策（イメージ）＞
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